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富   山   県 



令 和 ５ 年 度  富 山 県 歳 入 歳 出 決 算 

実 質 収 支 に 関 す る 調 書 目 次 
一  般  会  計                                             １ 

特  別  会  計 

物 品 調 達 等 管 理 特 別 会 計                                     ２ 

公 債 管 理 特 別 会 計                                                                          ３ 

収 入 証 紙 特 別 会 計                                     ４ 

母子父子寡婦福祉資金特別会計                                     ５ 

中小企業活性化資金特別会計                                     ６ 

就 農 支 援 資 金 特 別 会 計                                     ７ 

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 特 別 会 計                                     ８ 

林業振興・有峰森林特別会計                                     ９ 

奨 学 資 金 特 別 会 計                                     10 

公共用地先行取得事業特別会計                                     11 

「 元 富 山 県 営 水 力 電 気 並 

鉄 道 事 業 」 資 金 特 別 会 計 

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計                                     13 

港 湾 施 設 特 別 会 計                                     14 

工 業 用 地 等 管 理 特 別 会 計                                     15 

 

 (注)表中の数値は、それぞれの原数値を四捨五入しているため、計数が一致しない場合がある。 
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            実質収支に関する調書 

一般会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 647,826,346 千円 

 ２ 歳     出     総     額 622,881,320  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 24,945,026  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 1,205  

(2) 繰越明許費繰越額 23,205,004  

(3) 事故繰越し繰越額 1,039,690  

      計 24,245,899  

 ５ 実 質 収 支 額 699,128  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 1 －



            実質収支に関する調書 

物品調達等管理特別会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 971,089 千円 

 ２ 歳     出     総     額 728,917  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 242,171  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 0  

(2) 繰越明許費繰越額 0  

(3) 事故繰越し繰越額 0  

      計 0  

 ５ 実 質 収 支 額 242,171  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 2 －



            実質収支に関する調書 

公債管理特別会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 181,086,765 千円 

 ２ 歳     出     総     額 181,086,765  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 0  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 0  

(2) 繰越明許費繰越額 0  

(3) 事故繰越し繰越額 0  

      計 0  

 ５ 実 質 収 支 額 0  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 3 －



            実質収支に関する調書 

収入証紙特別会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 2,521,297 千円 

 ２ 歳     出     総     額 2,409,300  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 111,997  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 0  

(2) 繰越明許費繰越額 0  

(3) 事故繰越し繰越額 0  

      計 0  

 ５ 実 質 収 支 額 111,997  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 4 －



            実質収支に関する調書 

母子父子寡婦福祉資金特別会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 128,044 千円 

 ２ 歳     出     総     額 105,420  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 22,625  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 0  

(2) 繰越明許費繰越額 0  

(3) 事故繰越し繰越額 0  

      計 0  

 ５ 実 質 収 支 額 22,625  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 5 －



            実質収支に関する調書 

中小企業活性化資金特別会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 1,134,333 千円 

 ２ 歳     出     総     額 62,029  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 1,072,305  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 0  

(2) 繰越明許費繰越額 0  

(3) 事故繰越し繰越額 0  

      計 0  

 ５ 実 質 収 支 額 1,072,305  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 6 －



            実質収支に関する調書 

就農支援資金特別会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 29,695 千円 

 ２ 歳     出     総     額 7,971  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 21,724  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 0  

(2) 繰越明許費繰越額 0  

(3) 事故繰越し繰越額 0  

      計 0  

 ５ 実 質 収 支 額 21,724  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 7 －



            実質収支に関する調書 

沿岸漁業改善資金特別会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 293,128 千円 

 ２ 歳     出     総     額 140  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 292,988  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 0  

(2) 繰越明許費繰越額 0  

(3) 事故繰越し繰越額 0  

      計 0  

 ５ 実 質 収 支 額 292,988  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 8 －



            実質収支に関する調書 

林業振興・有峰森林特別会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 448,964 千円 

 ２ 歳     出     総     額 268,337  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 180,627  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 0  

(2) 繰越明許費繰越額 0  

(3) 事故繰越し繰越額 0  

      計 0  

 ５ 実 質 収 支 額 180,627  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 9 －



            実質収支に関する調書 

奨学資金特別会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 1,187,031 千円 

 ２ 歳     出     総     額 39,925  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 1,147,106  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 0  

(2) 繰越明許費繰越額 0  

(3) 事故繰越し繰越額 0  

      計 0  

 ５ 実 質 収 支 額 1,147,106  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 10 －



            実質収支に関する調書 

公共用地先行取得事業特別会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 1,473,165 千円 

 ２ 歳     出     総     額 1,148,878  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 324,286  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 0  

(2) 繰越明許費繰越額 316  

(3) 事故繰越し繰越額 0  

      計 316  

 ５ 実 質 収 支 額 323,970  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 11 －



            実質収支に関する調書 

「元富山県営水力電気並鉄道事業」資金特別会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 7,055,189 千円 

 ２ 歳     出     総     額 0  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 7,055,189  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 0  

(2) 繰越明許費繰越額 0  

(3) 事故繰越し繰越額 0  

      計 0  

 ５ 実 質 収 支 額 7,055,189  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 12 －



            実質収支に関する調書 

国民健康保険特別会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 82,916,750 千円 

 ２ 歳     出     総     額 80,338,216  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 2,578,534  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 0  

(2) 繰越明許費繰越額 0  

(3) 事故繰越し繰越額 0  

      計 0  

 ５ 実 質 収 支 額 2,578,534  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 13 －



            実質収支に関する調書 

港湾施設特別会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 2,736,766 千円 

 ２ 歳     出     総     額 2,670,277  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 66,488  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 0  

(2) 繰越明許費繰越額 14,992  

(3) 事故繰越し繰越額 0  

      計 14,992  

 ５ 実 質 収 支 額 51,496  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 14 －



            実質収支に関する調書 

工業用地等管理特別会計 

      区           分      金       額  

 １ 歳     入     総     額 2,906,371 千円 

 ２ 歳     出     総     額 623,790  

 ３ 歳  入  歳  出  差  引  額 2,282,581  

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

(1) 継続費逓次繰越額 0  

(2) 繰越明許費繰越額 49,889  

(3) 事故繰越し繰越額 0  

      計 49,889  

 ５ 実 質 収 支 額 2,232,692  

 ６ 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の規定によ

る基金繰入額 
0  

－ 15 －
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